様式第15号（第7条関係）
伐採の中止命令書

年　　月　　日

　　　　　　　様
えびの市長

	 　
下記の森林における立木の伐採は、森林法（昭和26年法律第 249号）第10条の8第1項の規定に違反し、引き続き伐採をすることは認められないので、同法第10条の9第4項の規定に基づき、下記の森林について伐採を中止するよう命令する。

記

１　立木を伐採した森林の所在場所
　　えびの市大字　　　　　　　字　　　　　　　　番

２　命令に係る森林の所在場所等

		命令に係る森林の所在場所
	[bookmark: _GoBack]その他必要な事項

	市町村
	大字
	字
	地番
	林小班
	

	
	
	
	
	
	




		〔教示〕この処分に対して不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、えびの市長に対して審査請求をすることができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合には、正当な理由がない限り、審査請求をすることができなくなります。）。 
また、この処分に対して取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第 139号）の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、えびの市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合には、正当な理由がない限り、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。






注意事項
その他必要な事項欄には、適正な伐採を行うために必要な指導事項を具体的に記載すること。
